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特定福祉用具販売に係る重要事項説明書 

 

１．サービス提供に係る事業者について 

事業者名 株式会社 イシザカ 

代表者（役職・氏名） 代表取締役 石坂 泰男 

本社所在地 

（連絡先・電話番号等） 

新潟県柏崎市長峰町７番６号 

電話：０２５７-２３-２１５１ 

FAX：０２５７-２４-７１０４ 

法人設立年月日 昭和５２年１月４日 

 

２．利用者に対してサービスを提供する指定事業所について 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 アイ・ケアーズ 

介護保険指定 

事業所番号 

平成１８年４月１日 

番 号 （ １５７０５００７２６ ） 

事業所所在地 柏崎市長峰町１１番１２号 

連絡先 ０２５７-２３-４４１１ 

通常事業の実施地域 柏崎市、刈羽村 

 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 株式会社イシザカが開設するアイ・ケアーズが行う、特定福

祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売(以下福祉用具)指定

事業所（以下事業所）が行う福祉用具事業（以下事業）の適

正な事業を確保するために、人員及び管理運営に関する事項

を定め、事業所の専門相談員が障害者及び要介護状態又は要

支援状態にある高齢者に対し、適切な福祉用具（法第七条十

四項により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう）を提供す

ることを目的とする。 

運営の方針 事業所の専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、

取り付け、調整を行うことにより、利用者の日常生活上の便

宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護す

る者の負担の軽減を図るよう支援する。事業の実施にあたっ

ては、関係市町村、地域の保健・福祉サービスとの綿密な連

携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 
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（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

（４）事業所の職員体制 

管  理  者 巻渕 翼 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

１ 従業者の管理及び利用申込みに係る調整、業務の実施

状況の把握等を一元的に行います。 

２ 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命

令を行います。 

常勤 

（兼務） 

１名 

福祉用具 

専門相談員 

専門知識を有した専門相談員であり、福祉用具の選定、提

供に従事する。 

常勤 

２名以上 

 

（５）特定福祉用具販売の取扱い種目 

□ 腰掛便座 □ 入浴補助用具 ※１ 

□ 自動排泄処理装置の交換可能部品 □ 簡易浴槽 

□ 排泄予測支援機器 □ 移動用リフトのつり具の部分 

※１･･･入浴補助用具とは、以下の①～⑦です。 

① 入浴用椅子 

② 浴槽用手すり 

③ 浴槽内椅子 

④ 入浴台 

⑤ 浴室内すのこ 

⑥ 浴槽内すのこ 

⑦ 入浴用介助ベルト 

 

３．提供するサービスの内容及び費用等について 

（１）特定福祉用具販売計画の作成 

利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、サービスの目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成します。 

なお、既に利用者の居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画）が作成されている場合は、そ

の内容に沿って当該計画を作成します。 

営 業 日 

月曜日から金曜日 

（祝日･８月１３日から８月１６日まで･１２月３０日から 

翌年１月４日まで･その他自社で定める休日を除く。） 

営 業 時 間 午前８時～午後５時 
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特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容を利用者に説明し、同意を得たうえで、交付

します。 

 

（２）購入費用 

特定福祉用具の購入にかかる「利用者負担金（介護保険が適用された場合）」は、請求書に記載さ

れている料金（以下、購入費という。）によるものとし、原則、購入費の１割（一定以上の所得のあ

る方は２割又は３割）の額となります。 

介護保険を適用する上で利用可能な購入費の上限額は、毎年４月１日～３月３１日の１２ヶ月間で

１０万円までとなっており、超過分の購入費については全額（１０割）ご負担いただきます。また同

一年度内において、介護保険を適用し購入済みの種目を「再度」購入する場合は、原則、支給を受け

られませんのでご注意ください。 

 

（３）その他費用 

以下の事由に該当する場合は、別途その費用をご負担いただきます。 

①交通費    通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費 

②搬出入費用  特別な措置を要する場合の経費 

 

（４）支払い方法 

上記（２）及び（３）にかかる費用は、納品時に現金にてお支払いいただきます。 

次のいずれかの方法によりお支払いください。 

償還払い 

福祉用具の購入にかかった費用の全額を本人が販売事業者にお支払いいただ

き、その後、申請により対象額の９割・８割または７割を市から本人に支給

する方法です。 

受領委任払い 

あらかじめ自己負担分（１割・２割または３割）のみを販売事業者にお支払

いいただき、その後、購入者からの委任に基づき対象額の９割・８割または

７割を市から販売事業者に支給する方法です。 

  

４．身分証携行義務 

（１）サービスを提供する従業者は常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提示を求めら

れたときは、いつでも身分証を提示します。 

 

５．事故発生時の対応について 

（１）利用者に対する特定福祉用具販売に係るサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに

市町村、当該利用者の家族、担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）利用者に対する特定福祉用具販売に係るサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行います。 

（３）事故が生じた際には、その原因を究明し再発防止の対策を講じます。 
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６．衛生管理等について 

事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じます。 

（１）事業者は感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する会議を概ね６ヶ月に１回以上

開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期

的に実施します。 

（４）福祉用具、事務所及び倉庫の設備、備品等は清潔に保持し、衛生管理に努めます。 

（５）従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年１回以上の健康診断を受

診させるものとします。 

 

７．業務継続計画の策定 

（１）事業者は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施す

るため、非常災害時の体制での早期の業務再開を図るための計画（以下、「業務継続計画」と

いう）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

（２）事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修訓練を定期的

に実施します。 

（３）事業者は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

８．虐待防止のための措置 

事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じます。また、虐待

等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努

めます。 

（１）虐待防止の対策を検討する会議を定期的に開催します。 

（２）虐待防止のための指針を整備しています。 

（３）従業者に対しての研修を定期的に行います。 

（４）虐待の防止のための措置を適切に行なう担当者を選定しています。 

 

９．身体拘束の適正化 

（１）利用者の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行いません。 

（２）身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録します。 

 

１０．職場におけるハラスメントの防止 

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越

的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 
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１１．苦情等の相談窓口について 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

 

（２）当事業所窓口以外でも、ご相談や苦情などについては、下記の窓口でも受け付けています。 

 

１２．秘密の保持 

事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関す

る秘密を利用者または第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、

正当な理由なく第三者に漏らしません。 

なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。 

 

１３．個人情報の取扱いについて 

利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる場合は事業者

が定める個人情報保護に関する規定に従い、対応します。なお、利用者の家族の個人情報についても

同様です。 

使用する目的 

   ①介護保険サービス利用のための市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者その他

の介護保険事業者への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養状

況の提供。 

②施設の広報誌、介護保険サービスの質の向上のために学会、研究会等での事例研究発表会

等。 

 使用する期間 

   契約で定める期間。 

 使用条件 

   ①個人情報の使用は、上記記載する目的の範囲内で行なうこととし、関係者以外には決して漏

アイ・ケアーズ お客様相談窓口及び苦情受付窓口 

住所 新潟県柏崎市長峰町１１番１２号 

窓口担当責任者 管理者  巻渕 翼 

電話番号 相談・苦情受付 ０２５７‐２３‐４４１１ 

FAX番号 ０２５７‐２３‐４４８８ 

対応時間 平日８：００～１７：００（土・日・祝日・お盆・年末年始は休業） 

柏崎市福祉保健部 

介護高齢課 

住所   新潟県柏崎市日石町２番１号     

電話番号 ０２５７‐４３‐９１２５ 

刈羽村福祉保健課      
住所   刈羽村大字割町新田２１５番地１号 

電話番号 ０２５７‐４５‐３９１６   

新潟県国民健康保険団体連合会 

介護サービス相談室 

住所   新潟県新潟市中央区新光町４‐１ 

電話番号 ０２５‐２８５－３０２２ 
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れることのないよう細心の注意を払うこと。 

  ②個人情報を使用した会議、相手方、内容については記録しておき、請求があれば開示するこ

と。 

   ③利用者個人を特定できないよう仮名等を使用することを厳守すること。 

 個人情報の内容 

   ①氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況等、他事業者が介護支援又は介護マネジメントを行

うために最低限必要な利用者及びその家族に関する個人情報。 

   ②写真や録画記録。 

   ③認定調査票、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見等。 

 

１４．サービスの提供内容に係る記録・保管 

（１）サービスを提供した際はサービスの内容等を記録します。また利用者からの申出があった場合

は当該情報を利用者に対して提供します。 

（２）サービス提供に係る記録を契約終了後５年間保管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、又は複

写物を交付します。ただし、複写に際しては、利用者に対し、実費相当額を請求できるものと

します。 
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令和    年    月    日 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項説明書を説明致しま

した。 

事 業 者  所在地     新潟県柏崎市長峰町 7番 6号 

       事業者名    株式会社 イシザカ 

       代表者職・氏名 代表取締役 石坂 泰男 

事 業 所  所在地     新潟県柏崎市長峰町 11番 12号 

事業者名    アイ・ケアーズ 

代表者職・氏名 管理者   巻渕 翼 

説明者職・氏名 福祉用具専門相談員  

 

私は、事業者より上記の重要事項説明書について説明を受け、同意しました。 

併せて、第１２項、１３項に定める利用者の個人情報の使用について、同意します。 

 

        利 用 者  住 所 

 

氏 名                   

利用者が身体の状況等により署名が出来ないため、利用者本人の意思を確認の上、利用者に代

わって、上記署名を代筆いたしました。 

署名代行者  住 所 

 

氏 名                （続柄：    ） 

 私は、事業者より上記の重要事項説明書について説明を受け、利用者本人の意思を確認の上、

本人に代わり、上記署名を行いました。 

        代 理 人  住 所 

 

氏 名                   

 私は、家族代表として、第１２項、１３項に定める利用者の家族の個人情報の使用について同

意します。 

       家族代表   住 所 

 

              氏 名               （続柄：    ） 

以上のとおり、当サービスに関する契約を締結します。 

上記契約を証明するため、本契約書及び契約書別紙（兼重要事項説明書）を２部作成し、利用

者及び事業者の双方が署名の上、１部ずつ保有するものとします。 


